
平成20年11月７日（金） 

日 本 商 工 会 議 所  

会  頭   岡 村  正 様  

 

日本商工会議所青年部 

会 長  工藤 哲弘 

 

中小企業に「社債発行」の門戸を広げよう！ 

信用保証協会「中小企業特定社債保証制度」を活用した 

“銀行引受私募債”発行基準緩和に関する提言 

 

日本の経済が真の意味での回復を果たし、持続的な経済成長を図るためには、わが国経済の屋台骨

を支える中小企業が活性化し、健全な企業経営を行い、地域経済発展のために貢献することが必要で

す。その中小企業が、健全な企業経営を行なうためには、長期に渡る安定した資金の調達が必要不可

欠です。 
これまで大企業を中心に、社債発行などの「直接金融」による資金調達手段の多様化が大きく進ん

でいるにもかかわらず、中小企業はほとんどの場合、金融機関からの借入、すなわち「間接金融」に

依存するしかなかったために、必要な資金の調達が出来ずに、新たな事業の展開を阻まれるといった

ケースなどが多々あったのではないでしょうか。 
また、これまでの中小企業への金融施策は、優遇金利などによる金融機関からの借入がほとんどで、

資金繰り対策の融資などは年度末や季節ごとに打ち出され、さながら年中行事になっているほどで、

多くの場合これらの借入を複数抱え、借入したその月から返済が始まるなど、一時的に資金繰りをし

のぐことは出来ても、恒常的に資金繰りに四苦八苦しているのが実状であり、日常的なキャッシュフ

ローを向上させ、長期的に資金繰りを安定させることが、今の中小企業にとって、急務の金融施策の

１つではないでしょうか。 
以上のように、これまで金融機関からの借入（間接金融）に依存するしかなかった中小企業に、今

後、「直接金融」という資本市場を通じた資金の調達をしやすくするためにも、現行制度である、信

用保証協会の「中小企業特定社債保証制度」を活用した“銀行引受私募債”の発行基準をより緩和し

ていただき、中小企業が「社債」を発行できる機会を広げ、原則無担保・固定金利の長期安定資金が

調達しやすい環境を整えていただきますよう提言いたします。 

中小企業が発行する社債に、信用保証協会が保証を付ける制度「中小企業特定社債保証制度」が2000

年に導入（下記表 基準１、基準２）され、その後 2006年から保証対象が拡大（基準３）されました

が、今後更に保証対象を拡大していただくよう次の基準を要望いたします。 
 

●信用保証協会「中小企業特定社債保証制度」による“銀行引受私募債”の適債基準要望 

 ※太字部分 

要  件 項  目 2000年導入時 2006年追加 基準要望 

    基準 １ 基準 ２ 基準 ３   

必須要件 純資産額 ５億円以上 ３億円以上 １億円以上 ５千万円以上 

自己資本比率 15％以上 20％以上 20％以上 15％以上 ストック要

件 純資産倍率 1.5倍以上 1.5倍以上 2.0倍以上 1.5倍以上 

フロー要件 
使用総資本事業

利益率 
５％以上 10％以上 10％以上 ５％以上 



 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾞﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ 
1.0倍以上 1.5倍以上 2.0倍以上 1.0倍以上 

 

※その他 
・必須要件に加えて、ストック要件・フロー要件は、いずれか１つを充足すれば可 
・償還期間は２～７年の設定 
・２億円まで原則無担保 

 

●発行金額および償還方法の基準要望 

 ※太字部分 

  2000年導入時 2006年改正後 基準要望 

発行金額 ５千万円以上５億円未満 ３千万円以上５億円未満 １千万円以上２億円未満 

償還方法 満期一括償還 満期一括償還・分割償還 満期一括償還・分割償還 

 

●発行のメリット 

・銀行借入(間接金融)による資金調達とは異なり、私募債（有価証券）による資本市場からの直接資

金調達(直接金融)になるため、増資と借入金の中間的性格をそなえ、資金調達手段の多様化が図ら

れるとともに、多額の資金を原則無担保で、長期間安定して計画的に調達することが出来る。 

・満期一括返済（償還）の場合、月々の返済（約定弁済）がない。 

・月々の返済がないため、キャッシュフローがアップし、資金繰りが向上する。 

・金利は市場金利を反映した固定金利で、半年ごとの後払いとなるため、資金調達コストを確定する

ことができ、損益計画がたてやすい。 

・私募債を発行した場合は、届出や報告の形で財務省や日本銀行などに公表され、新聞にも取り上げ

られるほか、発行基準をクリアーできる財務内容の企業でなければ、私募債を発行することができ

ないため、対外的な企業のイメージや信用力が格段にアップする。 

 

以上 

 

 

 

平成21年２月20日（金） 

提言１ 

■時限的な所得控除の拡大による内需の拡大について 

現在103万円である所得控除の限度額を健康保険被扶養者の適用年収限度額の１３０ 

万円に統一する 

提言２ 

■法人税の中小企業軽減税率見直しについて 

法人税の中小企業軽減税率の適用を現在の｢法人所得 800万円以下」から「1600万円 

以下」に引き上げた上で、中小企業軽減税率を15％に引き下げる 

提言３ 

■中小・小規模事業所における雇用創出のための社会保険制度の見直しについて 

新規雇用時における社会保険料の時限的免除制度の導入 



要望１ 

■中小・小規模企業における「労働時間法制の弾力化」について 

企業の規模・業種・業態・職種別による労働時間の基準づくりとそれに即した労働 

時間法制の改正を要望します  

要望２ 

■新たなる信用創造と連鎖倒産防止のためのＡＢＬの積極活用促進について 

１．信用保証協会が行っている２億円の保証枠つきＡＢＬ（動産・債権担保）融資の 

積極活用の促進に向け、金融機関への周知徹底ならびに再指導を行って頂きたい 

２．風評被害など、ＡＢＬ融資制度のマイナス側面を緩和し、新たなる金融手法の制 

度としてより社会権を得るために、政府ならびに関係省庁から市場に対してガバ 

メントポリシーのアナウンスなどによる積極的なＰＲを行って頂きたい 

   
 


